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態
に
憶
え
、
慄
除
籍
を
出
し
合
い
、
お
堅
い
春
霞
着
金
昏
繊
度
で
す
⑧

2
0
歳
に
な
っ
た
ら
、
忘
れ
ず
に
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
ー

囲

馳

驚

国
民
年
金
は
、
国
が
責
任
を
も
っ
て
運
営

し
、
や
が
て
訪
れ
る
長
い
老
後
の
収
入
を
国

が
約
束
し
て
く
れ
る
公
的
年
金
制
度
で
す
。

日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
2
0
歳
か
ら
0
0

歳
ま
で
の
方
は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
て
保

険
料
を
納
付
す
る
義
務
が
あ
り
、
老
後
な
ど

に
年
金
を
受
け
取
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。
自

営
業
者
、
学
生
な
ど
は
第
1
号
被
保
険
者
に
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
公
務
員
は
厚
生
年
金
や
共
済

組
合
に
加
入
す
る
と
同
時
に
第
2
号
被
保
険

者
に
、
第
2
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者
は
第
3
号
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
国
民
年
金
は
、
老
後
の
所
得
保
障

だ
け
で
は
な
く
、
病
気
や
け
が
で
重
い
障
害

が
残
っ
た
り
、
1
8
歳
未
満
の
子
ど
も
を
残
し

て
、
父
親
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
も
年
金
を

支
給
し
、
思
い
が
け
な
い
人
生
の
「
万
が
一
」

も
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

額
男
総
額
欝
酪
　
鷺
爾

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
は
、
第
1
号
被

保
険
者
は
市
役
所
で
、
第
3
号
被
保
険
者
は

配
偶
者
の
勤
務
先
な
ど
を
経
由
し
て
行
い
ま

す
。
第
2
号
被
保
険
者
は
厚
生
年
金
保
険
な

ど
の
加
入
手
続
き
に
あ
わ
せ
て
行
い
ま
す
の

で
、
個
別
の
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

第
1
号
被
保
険
者
と
な
る
方
は
、
2
0
歳
に
な

っ
た
ら
忘
れ
ず
に
加
入
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

精
霊
塑
提
露
挽
歌
㍗
患
膏

保
険
料
（
定
額
）
は
、
月
額
1
4
、
4
1
0
円

で
す
。
な
お
、
保
険
料
を
ま
と
め
て
前
払
い

す
る
こ
と
に
よ
り
割
引
さ
れ
る
前
納
制
度
も

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
定
額
保
険
料
に
加
え
て

月
額
4
0
0
円
の
付
加
保
険
料
を
納
付
さ
れ

る
と
、
将
来
、
老
齢
基
礎
年
金
に
加
え
て
付

加
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

鰹
闘
繍
鱒
鮮
麗
鬱

呼
薫
串
蕊
的
雷
管

学
生
で
あ
る
場
合
な
ど
、
収
入
が
少
な
い

た
め
に
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
で
き
な

い
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
・
免
除
と
な
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」
「
保
険
料
免
除
・
一

部
納
付
（
免
除
）
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
申

請
を
行
わ
な
い
ま
ま
、
国
民
年
金
保
険
料
が

未
納
と
な
っ
て
い
る
と
、
万
一
の
と
き
に
障

害
年
金
が
受
け
取
れ
な
い
な
ど
の
思
わ
ぬ
事

態
を
招
き
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

園
攫
器
薩
ご
蘭
器
籠
鬱
憤
欝

鰯
鯛
籠
隔
離
潟
溺
萬
萌

特
例
免
除
は
、
申
請
す
る
年
度
ま
た
は
前

年
度
に
お
い
て
退
職
（
失
業
）
の
事
実
が
あ
る

場
合
に
対
象
と
な
り
ま
す
。
特
別
免
除
を
希

望
す
る
方
は
「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
申
請

書
」
に
失
業
の
事
実
を
確
認
で
き
る
書
類
（
離

職
票
、
雇
用
保
険
受
給
者
証
な
ど
）
を
添
え
て

市
民
生
活
課
年
金
・
医
療
担
当
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
こ
の
特
例
免
除
に
つ
い

て
は
、
醜
偶
者
・
世
帯
主
が
退
職
さ
れ
た
場

合
に
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
配
偶
者
、
世
帯
主
に
一
定
以
上
の
所
得
が

あ
る
と
き
は
保
険
料
免
除
が
認
め
ら
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

間
合
先

山
梨
社
会
保
険
事
務
局
大
月
事
務
所

℡
（
2
2
）
5
8
3
7

市
民
生
活
課
　
年
金
・
医
療
担
当


